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指定管理者制度は、地方自治法に定める公の施設について、民間事業者等が有する多様

な経営ノウハウを活かし、住民サービスの向上や経費節減を目的に創設された制度で、議

会の議決を経て指定された団体が市に代わって公の施設の管理運営を遂行するものである。 
市は、指定管理者制度を導入した後も、公の施設の設置者として、適正な市民サービス

の提供を確保し、これを市民に対し説明する責任を有しており、市は、公の施設の設置者

として、指定管理者が選定時に提出した事業計画書に基づき適正な管理運営が実施されて

いるか、市が示した水準に応じたサービスが提供されているかどうかについて確認・評価

を実施し、乖離がある場合には改善に向けた指導を行うなど、施設の適正な管理運営やサ

ービスの質の改善・向上に努めなければならない。 
従って、指定管理者による施設の管理状況について随時に、又は定期的に、確認・評価

し、必要に応じて改善・向上に向けた指導等を行うことにより、市民サービスの向上及び

当該施設の管理運営の適正化を図るため、本指針に基づきモニタリングを実施する。 
 
 
 
 

１ モニタリングとは 
「モニタリング」とは、指定管理者によるサービスの履行に関し、関係法令、条例等の 

ほか協定書、仕様書等（以下「法令等」という。）に基づき、サービスが適正かつ確実に 
提供されているか、安定的、継続的なサービスの提供が可能であるか等について、指定管 
理者から提出される各種報告書、利用者アンケート調査、実地調査等により確認・評価を 
行い、必要に応じ改善に向けた指導等を行う一連の仕組みをいう。 
 
２ モニタリングの対象施設 
本指針は、指定管理者制度の導入時又は更新時から、順次適用していくこことし、最終

的には、指定管理者制度を導入しているすべての施設を対象とする。 
なお、市（施設所管課）は、指定管理制度の導入時又は更新時において、募集要項、説

明会等で、本指針に基づくモニタリングを実施する旨を周知するものとする。 
 
３ モニタリングの役割分担 
 本市におけるモニタリングは、指定管理者による「自己評価」、市（施設所管課）による

「内部評価」及び指定管理者選定委員会による「第三者的評価」の３つの評価で構成され

る。 
 

Ⅰ モニタリングの目的 

Ⅱ モニタリングに関する基本的事項 

守口市指定管理者制度におけるモニタリングの指針 
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１ 指定管理者による自己評価 
指定管理者は、施設利用者へのアンケート調査（以下「利用者アンケート調査」という。）

や日常的な市民等からの意見、要望等を踏まえた上で、その事業達成度、利用者満足度及

び収支状況について分析・評価を行い、様式第１号により、毎年度終了後 60 日以内に、市

へ提出するものとする。 
なお、自己評価に当たっては事業年度のみに留まらず、当該施設の指定管理業務を開始

してからの実績を踏まえた上での評価を行うものとする。 
 

(１) 利用者アンケート調査等の実施 
ア 利用者アンケート調査の実施 
  利用者アンケートについては、指定管理者の自らの責任と費用に基づき、施設に

意見箱を設けるなどの方法で日常的に実施することとする。   
   

イ 利用者アンケート調査の項目 
利用者アンケート調査は、以下の項目を基準とし、施設の特性に応じ、市（施設

所管課）と指定管理者との協議において定めることとする。 
 
項  目 概  要 

実施方法・回答者数 アンケートの実施方法とその回答者数 

Ⅲ モニタリングの実施 

モニタリングにおける３つの評価 

自己評価 
（指定管理者） 

内部評価 
（市：施設所管課） 

第三者的評価 
（指定管理者選定委員会） 

事業報告書、自己評価チェックシート等 
（事業達成度、利用者満足度、収支状況） 

指定管理者から提出される報告書や自己 
評価を踏まえ、総合的に評価を実施 

・管理運営が計画どおりに実施されているか 

・市のモニタリングが適切に行われているか など 

（第三者の視点、客観的な視点から総合的に評価） 

 

 

 

モ 
ニ 
タ 
リ 
ン 
グ 



- 3 - 
 

施設・設備の充実度 施設の清潔さや雰囲気、設備に破損汚損等がないかなど 

施設の利用の 
しやすさ 

施設の予約方法、施設へのアクセスなど 

職員の対応・態度 受付、案内、受け答えなど 

利用料金 利用料金の設定・支払い方法など 

利用時間 開館・開設時間は適切であるかなど 

実施事業の充実度 自主事業ごとにアンケート項目を設定する 

 
 
 ウ 利用者アンケート調査の結果 

指定管理者は、利用者アンケートの調査結果を四半期ごとに集約し、対応及び改善

状況（以下「対応状況等」という。）と併せて、市（施設所管課）に報告するとともに、

当該結果及び対応状況等を施設内の市民等の目につきやすい場所に備え置くなど市民

等への周知に努めるものとする。 
 

エ 利用者アンケート調査によらない市民からの意見、要望等について 
利用者アンケート調査によらない、市民等からの意見、要望等についても、利用者

アンケートと同様に取り扱うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四半期ごとに集約 

 
 
【様式第１号】 
・事業達成度 
・利用者満足度 
・収支状況 

指定管理者 

自己評価 

利用者アンケート調査等 
・対応、改善等 

・市に結果報告 

・施設内で公表 
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(２) 事業達成度の分析・評価 
指定管理者は、業務等の実施状況について、過去の実績や利用者アンケート調査等を

踏まえ、以下の各項目を分析し評価を行う。 

 
 
 

評価区分 評価の内容 

A 協定事項等に定める水準を上回っている 

B 協定事項等に定める水準と同程度である 

C 協定事項等に定める水準を満たすことができていない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項  目 内  容 

運営業務 開館日・時間、受付・案内、料金設定、広報・宣伝 

施設維持管理業務 清掃・保守点検、修繕 

施設利用等許可業務 利用者数・利用料金（利用料金制度導入施設）、利用率 

自主事業 事業ごとの実施時期、内容、参加者数 

その他業務 
職員研修、個人情報保護、情報公開、事故等への対応

等 

・過去の実績 

・利用者アンケート 

 などを踏まえる 

協定事項等 実施状況 

整 合 性 
の 検 証 

 

事業達成度の分析・評価 

事業達成度の分析・評価イメージ 
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(３) 利用者満足度の分析・評価 
利用者アンケート調査等の結果及びその対応状況等などをそれぞれ項目ごとに整理し、

分析・評価を行う。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
(４)  収支状況の分析・評価 
収支状況の分析・評価に当たっては、当初予算額と決算額と比較分析し評価を行う。 
なお、分析・評価に係る項目は、以下の各項目を基準とし、施設の特性に応じ、市（施

設所管課）と指定管理者との協議において定めることとする。 
 
【収入の部】 

大項目 小項目 内容 
委託料  指定管理委託料 
利用料金等 施設利用料 施設利用許可に係る収入 

事業収入 自主事業による収入を自主事業ごとに列挙 
雑入 コピー機使用料等 

 
【支出の部】 
大項目 小項目 内容 
人件費 給与費 給与・賞与・通勤手当等 

福利厚生費 常備医薬品・貸与制服の費用等 
法定福利費 雇用保険料・労災保険料・健康保険料等 
賃金等 パート・アルバイト・臨時雇い等、正社員以外の

人に支払われる時給・日給等 

アンケート 
意見・要望等 

指定管理者の 
提供サービス 

サービスの 
質 の 確 認 
 

利用者満足度の分析・評価 

利用者満足度の分析・評価イメージ 
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事務費 印刷費 印刷代 
通信費 郵便料、電話料、インターネット接続料等 
保険料 火災保険料、損害保険料 
事務用品費 鉛筆、消しゴム等の事務用品等 
旅費交通費 鉄道、バス等の交通費、旅費、宿泊代等 
賃借料 リース料、レンタル料 

管理費 業務委託費 清掃、警備業務委託費等 
光熱水費 電気、ガス、水道料金 
修繕費 建物、設備、車両等の修理・修繕・補修費用 
燃料費 車輌の燃料費等 

物件費 備品購入費 物品の購入費 
事業費 事業費 自主事業に要する経費 
公租公課 租税公課 租税等の公の金銭負担 
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２ 市（施設所管課）が行う確認・総合評価 
 
(１) 随時行う業務遂行の確認 
市（施設所管課）は、施設への立ち入りによる現地調査、月次事業報告書等により、

指定管理者が実施する業務等の遂行状況を把握するとともに、必要に応じて指定管理者

へ説明を求め、その内容を確認する。 
 
(２) 総合評価の実施 
市（施設所管課）は、指定管理者に事業報告書及び自己評価の結果を提出させ、必要

に応じて説明を求め、また、施設への立ち入りによる現地調査を実施することにより、

施設のサービス水準、収支状況の視点から、総合評価を行い、様式第２号により総合評

価を行う。 
 
【施設所管課が行う総合評価の区分】 

評価区分 評 価 の 内 容 

A 
協定事項等を上回る水準で施設運営がされ、大変良好なサービスが提

供されている 

B 概ね協定事項等の水準どおり施設運営がされている 

C 協定事項等の水準以下であった 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確認・指示等 説 明 
月次報告書 
事業報告書 

 
 
・事業達成度 
・利用者満足度 
・収支状況 

指定管理者 

市 
（施設管理課） 

自己評価 

内部評価 
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３ 第三者的評価 
 各施設の指定管理者の選定についての審査を行った指定管理者選定委員会が指定管理期

間の２年目又は３年目に、自己評価、内部評価の結果を踏まえながら、「指定管理者の管理

運営が計画どおりに実施されているか」「市のモニタリングが適切に行われているか」など、

指定管理業が適正に行われているかについて、第三者の視点、客観的な視点から総合的に

評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

評価内容により 

報告書 自己評価 

指定管理者 

市 
（施設所管課） 

 

説 明 確認・指示等 

内部評価 

指定管理者選定委員会 

指定管理者が改善 

第三者的評価 

市（施設所管課）が改善 

市 
（施設所管課） 
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指定管理者による自己評価、市（施設所管課）による内部評価、指定管理者選定委員会

による第三者的評価は、指定管理者による管理運営状況の透明性を確保するため、市ホー

ムページ、市情報コーナー及び当該施設において公表するとともに、さらなる市民サービ

スの向上を図るため、指定管理者は次年度の事業計画に、また市は次期指定管理候補者選

定作業への反映に努めなければならない。 
 
 
 
 
１ 改善の指導 
 市は、モニタリングの結果、業務改善の必要があると認める場合には、改善の指導を行

うものとする。 
 
２ 改善の指示 
モニタリングの結果、指定管理業務のサービス水準が仕様書に定めた仕様・水準を充足

していない、業務遂行状況が事業計画や収支計画と大きく乖離しているなど、市が業務内

容等に問題があると認めたときは、守口市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例第 11 条に基づく改善の指示を行うものとする。 
 また、改善の指導を行った事項について、指定管理者が正当な理由がないにもかかわら

ず改善をしない場合も改善の指示を行うものとする。 
 
３ 指定の取り消し等 
 市は、指定管理者が改善の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事

由により当該指定管理者による管理を継続することが不適当と認めるときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがある。 
 
４ モニタリング評価に基づく措置等の公表 
 改善の指導、改善の指示等については、その内容、指定管理者の対応状況等を市ホーム

ページ、市情報コーナー及び当該施設において公表する。 
 

Ⅳ 評価結果の活用（モニタリングサイクル） 

Ⅴ モニタリング評価に基づく措置等 


